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結成２０周年に向け,いっそうの運動の前進を!! 
―― 全法労協第２０回定期総会を開催 ―― 

２００６年７月１５～１６日 福岡市 

 

全法労協は，7月15～16日，福岡市内で第20回定期総

会を開催し，建交労熊本・法律合同分会(全法労協未加盟)

からの参加を得て，10都府県75名が参加しました。 

総会は，冒頭，村井秀樹副議長が開会の挨拶を述べ，総

会議長に小西浩子さん(福岡法律関連労組)，千代崎せつ子

さん(法律会計特許一般労組)，同書記に新原ますみさん(福

岡法律関連労組)，田村愛さん(京都法律関連労組)をそれぞ

れ選出し，議事に入りました。 

幹事会を代表して挨拶に立った戸田直志議長は，小泉構造改革のもとで，国民・労働者に負担・犠牲を押

し付けられている実態を告発するとともに，憲法九条改悪のねらい，米軍基地強化などに言及，「多くの国民

は怒りを持っている。全国に5,000を超える九条の会が結成されるなど，運動の前進が始まっている」と指

摘しました。さらに「日弁連が法律事務所の事務職員の認定制度を作ろうとしているのは画期的なこと」と

して，全法労協，法全連や各地の労働組合，事務員会の運動の成果を確認するとともに，引き続き，よりよ

い制度とするために積極的に運動を展開していくことを呼びかけました。 

その後，田辺作次事務局長が「第19期の活動のまとめと第20期の活動方針案」について報告・提案を行

なったのを受けて，全体討論に入り，2日間で21名(組)が発言しました（2～4㌻参照）。また，2日目には

約3時間に亘り，4つの分散会に分かれて討論を行ないました（5～8㌻参照）。 

総会は，総会議案を採択するとともに，「国民投票法

案，教育基本法改悪法案，共謀罪新設法案など，平和

や民主主義，教育,暮らしを壊す悪法に反対する決議」

と総会宣言を採択しました。さらに，第20期役員（8

㌻参照）を選出し，渡辺昌富副議長が閉会の挨拶を述

べて，閉会しました。 

なお，総会には，6名の来賓がご臨席され，4団体か

らメッセージが寄せられました。 
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ご臨席された来賓（挨拶順） 

羽田野節夫 様（福岡県弁護士会会長） 

堀 良一 様（自由法曹団福岡支部長） 

新居崎俊之 様（
有限責任

中間法人法律事務職員全国研修センター筆頭理事） 

塚本 聡 様（法律事務員全国連絡会代表幹事） 

清水信之 様（日本国民救援会中央本部） 

仁比聡平 様（日本共産党参議院議員） 

メッセージを寄せられた団体 

全国労働組合総連合，全労連･全国一般労働組合，全

司法労働組合，日本弁護士連合会 
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ἝἛἝ 全 体 会 での発 言 ἝἛἝ 
（文責：事務局） 

★渡辺昌富
さ 
 ん・塚本聡

さ 
 ん（神奈川・法律合同分会） 

アンケート活動の取り組み，意味と位置づけについて。組織調査部が中心となって全組合員から回収。

未組織には昼休みに訪問して回収。統一行動を呼びかけ，20人くらい集まって2～3人のグループに分か

れて訪問。255名分。過去最高の記録。アンケートによって何が変わるのか。組合は40数名と少数派。そ

れでも255名分集まったら，弁護士会をも動かせる。実態がわかるから，日弁連や職場を変える力になる。 

 

★矢部雄久
さ 
 ん（福岡法律関連労組） 

アンケートの取り組み。120名から回答（全国3位）。要求項目に実態調査についてのアンケートも加え

た。職場改善部でアンケートづくりをした。弁護士会のレターケースに配布し，回収箱も弁護士会に置い

てもらった。遠方の事務所には郵送。アンケート結果は弁護士会との懇談会で活用。 

 

★伊藤宏明
さ 
 ん（東海地域法律関連労組） 

中央の統一行動にならって，当該での要請。愛知県社保事務局，労働局，愛知県弁護士協同組合，愛知

県弁護士会など7カ所。今年で4回目。社会保険の加入，強制適用事業所にしてもらうことなど要請。弁

護士協同組合には研修テキストを取り扱ってほしいと要請。販売・あっせんなどアドバイスをもらった。 

 

★Ｕ
さ 
 ん（東海地域法律関連労組） 

司法書士事務所は，法改正で簡裁代理権の付与，会社法などで職場の変化が激しい。法務局のオンライ

ン化急ぐ。登記，「代書屋」ではなりたたない。コンピューターができない人は辞めてもらって結構という

感じ。司法書士会は県によって温度差がある。愛知県では補助者の教育は会員（司法書士）まかせ。大切

な法改正があったときくらいは補助者にも司法書士会として，研修をやってほしいと思う。微力ながらが

んばっていきたい。 

 

★冨田宏史
さ 
 ん（京都法律関連労組） 

弁護士会と懇談した。補助職制度について２年位

前には業改委員会中心に反対していた。今回６項目

については賛成。今後どうするのかと問いかけたと

ころ，「白紙賛成ではないが，具体的な動きの推移を

みつめる」と回答。「それでは弱いので，こちらも協

力する。一緒にがんばっていく。」と伝えた。事務員

研修は，だいぶ充実してきた。今年は，初級（入って1年未満）8コマ，中級以上は事務員からアンケー

トをとって書記官や弁護士に講師を依頼し充実することになった。レジメを弁護士会のホームページにの

せる。9月に入って，事務員と弁護士と懇談をもちながらカリキュラムをつくっていく。 

 

★吉田光範
さ 
 ん（大阪法律関連労組） 

弁護士会との距離が近くなっていることを実感。事務員の存在がかかせないものであるという弁護士会

の意識改革だと思う。継続的にあきらめず諸問題を持ち込んできた我々の運動の成果。 
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以前の弁護士会主催の研修は，弁護士と書記官が講師で事務員が入っておらず，あまり評判が良くなか

った。業務改革委員会に申し入れを行い，研修の大切さを訴えた。弁護士会の月報に懇談の内容が掲載さ

れ，それから弁護士会が好意的になった。大阪の特徴として，パラリーガル問題プロジェクトチームに弁

護士18名，事務員3名が参加し，事務員研修の内容，科目，講師内容を充実させている。 

2000年から事務員中心の研修になってきた。初級，中級，レベルアップ。月2回，毎回100名くらいが

参加。研修の3分の2は事務員が講師を務める。アンケートの分析も弁護士と一緒に行う。 

 

★末 尚美
さ 
 ん（福岡法律関連労組） 

弁護士会との懇談，長年続けてきている。弁護士会としては雇用の主体ではないし，指導する立場で

はないが，事務員の雇用状況改善についてノータッチというわけにはいかないというスタンスになってき

ている。アンケート結果を持っていくと，状況がリアルに伝えられるので有効。弁護士会のメールニュー

スで流せないかと，理事者側から積極的意見も。懇談を続けていくことによって顔見知りにもなっていく

し，こちら側の意見もよく聞いてくれるようになる。アンケート活動の重要性を実感。 

 

★宮脇 稔
さ 
 ん（福岡法律関連労組） 

仙台，大阪，福岡3カ所で開催される8月5日のプレ研修で講師をする。次につなげていけるようにし

たい。 

 

★中島崇博
さ 
 ん（東海地域法律関連労組） 

4月22日，弁護士補助職小委員会秋山弁護士，愛知県弁護士会の榊原弁護士を呼んで学習会。6県か

ら約80名集まる。11月11～12日法全連全国交流会in名古屋にも是非ご参加を!! 

 

★森本千鶴子
さ 
 ん（奈良法律事務員労組） 

6月の関西ブロック交流会に29名が参加。面白かったし，大変ためになった。法律事務職員認定テスト

の倫理に関するミニテスト（6問）をやった。 

日常でよくあること。倫理を知って対応するのとしないのとは違う。事務員に対する倫理研修は大切。

講師の大阪の弁護士は，1.法律判断はしない。事務員は手続き的業務に専念する。2.秘密を守る。3.弁護

士とのコミュニケーションをとる。弁護士と情報を共有し，処理した仕事の結果を必ず弁護しに報告する。

わからないことはすぐきく。しかしすぐに聞きたいときに弁護士はいないことが多いので，このような倫

理研修でしっかり身につけたい。 

 

★堀江恭子
さ 
 ん（法律会計特許一般労組） 

第１回関東甲信越ブロック交流会を9月23日に高崎市で開催する。実行委員会を立ち上げて取り組んで

いる。関東甲信越の真ん中である群馬で開催。群馬の弁護士であり，業改委員会の長井先生が講師。 

チラシとポスター完成して，これからよびかけをどんどんしていく。全法労協総会や法全連交流会では

組織の一部しか参加できない。今回のブロック交流会には各組織からより多くの人が参加を募り，ぜひ各

地の空気を感じてもらいたい。群馬の多くの仲間にあつまってもらえたら。ぜひ参加してほしい。 
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★織部利幸
さ 
 ん（和歌山法律関連労組） 

アンケートは，ここ10年の間では一番多い58

名から集計。現在，県内の法律事務員の3分の1

取れているが，それを過半数にしていきたい。 

弁護士会との懇談会を昨年 10月に行った。ア

ンケート結果にもとづいた労働条件の改善など

を要請。それに対して弁護士会側は会長が「組合

との懇談ではあるが，多くの事務員の声を代弁していると思って積極的に受け止める」といってくれた。

アンケートの数が重要だと思う。 

 

★土井寛憲
さ 
 ん（法律会計特許一般労組） 

・改憲勢力の動き，悪法が目白押し。法会労として憲法特別委員会を作り，学習会，映画鑑賞などを企画。 

・研修問題，今後具体化。よりいいものにしていくために関与していく。シンポを開催。未組織の方が飛

び入り参加。 

・職場のたたかい。パート・アルバイトの人々の要求をよく聞き，組織化も進める。高齢者，65歳雇用延

長制度について，経営者側は安くつかいたい。本人の要求を基本にたたかう。 

 

★佐藤裕衣
さ 
 ん・志場友美

さ 
 ん・土井温史

さ 
 ん（千葉県法律関連労組） 

新しい仲間を迎える取り組み。1年で新たに3名迎えた。そのうち2名が今日参加してくれている。組

合の企画は広く案内している。メール等も活用し，会員外の方にも連絡を取るようにしている。組合員相

互の関係を見直した。楽しくやっていなければ誰も入りたいと思わない。ＨＰを開設した。情報も共有で

きる。 

○おもしろそうと思って組合に参加。外の事務所の状況を知れて，自分の事務所を客観的に見られる。同

僚が少なく，孤独だったのが，楽しい仲間が増えて良かった。 

○職場は3つの事務所を抱える法人。これからいろいろ勉強していきたい。 

 

★近藤竜也
さ 
 ん（京都法律関連労組） 

組合員69名。機関紙400弱刷っている。未組織の人にも配布。レターケースに配布するのではなく，組

合員が他の事務所に持っていって届けるようにしている。組合の存在を知ってもらって，何かあったとき

に相談してもらえるようにと思う。 

 

★藤岡恵美子
さ 
 ん（福岡法律関連労組） 

実務ＰＴ今年で４年目。法友会（親睦会）が昔から研修についてはやってきたが，組合とも共同して

ＰＴを立ち上げてやっている。銀行員を迎えて「手形の見方」という研修は人気だった。 

 

★小針修子
さ 
 ん（京都法律関連労組） 

9月末に定年を迎える組合員。年金が65歳から支給。雇用保険との関係，在職老齢年金，国からの補

助金などややこしいシステム。7月中に和解できないと事務所側の提案でいくと言われている。これまで

の4割の賃金と言われている。本人の要求を聞きながら早急に検討していく。 

 




